
令和７年１２月教育委員会定例会・会議録（要旨） 

 

 

１ 開  会   令和７年１２月２日（火曜日）  １５時２７分 

 

 

２ 閉  会   令和７年１２月２日（火曜日）  １６時３３分 

 

 

３ 場  所   様似町中央公民館 小ホール 

 

 

４ 会 議 次 第 

  ○教育委員会報告（行政報告） 

 

  ○議案第１９号 様似町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

  ○議案第２０号 様似町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

  ○議案第２１号 様似町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

  〇議案第２２号 様似町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

  〇議案第２３号 令和７年度教育費補正予算（第５号）について 

  〇議案第２４号 令和７年度就学援助費給与者の認定について 

 

５ 出 席 委 員 池田委員、櫻庭委員、能登委員、南委員 

 

 

６ 事務局出席者 秋山生涯学習課長、児玉生涯学習課参事、西嶋生涯学習課課長補佐、 

内海総務係長、横濵体育係長、小川図書奉仕係長、南町立幼児センタ

―園長、金子町立幼児センター主幹（子育支援担当） 

 

 

７ 会議を傍聴した者 なし 

 

 

８ 議事の経過 別紙のとおり 

 

 



別紙              【議事の経過】 

 

開会  池田教育長職務代理者が１２月定例会の開会を宣言 

教育委員会報告（行政報告） 

 

○議案第１９号 様似町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

【説 明】 

○秋山生涯学習課長  

様似町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

＜改正内容＞ 

 ・「虐待等の禁止」を規定している箇所の引用条文の修正 

【採 決】 原案可決 

 

○議案第２０号 様似町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

【説 明】 

○秋山生涯学習課長  

様似町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を次のように制定するものとする。 

＜改正内容＞ 

・「虐待等の禁止」を規定している箇所の引用条文の修正 

・利用乳幼児に対する健康診断等の実施に代えることができる健診結果等の規定の整理 

・配置が必要な職員を規定している箇所に、一般制度化された「地域限定保育士」の規定

を追加 

【採 決】 原案可決 

 

○議案第２１号 様似町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

【説 明】 

〇秋山生涯学習課長 

 様似町放課後児童健全育成事業の設備及び運に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

＜改正内容＞ 

・配置が必要な職員を規定している箇所に、一般制度化された「地域限定保育士」の規定

を追加 

・虐待等の禁止について引用する児童福祉法の条項の修正 

【採 決】 原案可決 

 



○議案第２２号 様似町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について 

【説 明】 

〇秋山生涯学習課長 

 生後６ヶ月から満３歳未満で保育所等に通っていない子どもを育てている家庭が、月一

定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる新たな

通園制度が令和８年度から全国で本格実施される。本町でも実施するにあたり、事業所が

備えるべき設備や、運営する際の基準については国の基準を元に市町村が条例で定めるこ

ととされたことから、今回新たに制定しようとするものである。 

【採 決】 原案可決 

 

○議案第２３号 令和７年度教育費補正予算（第５号）について 

【説 明】 

〇秋山生涯学習課長、児玉参事、横濵係長 

 歳入補正は、１４款、２項・国庫補助金・７目教育費補助金では△２３万５千円【ＧＩ

ＧＡ端末購入費補助金確定のため減額補正】、１７款、１項寄付金・５目教育費寄付金で

は１００万円【町内の個人の方より図書購入等寄付金による増額】をそれぞれ補正の内容

とする。 

 歳入補正額合計では、７６万５千円を増額し、歳入合計を１億３，５２０万円とする。 

 歳出補正は、１０款、１項教育総務費・１目教育委員会費では△１１２万９千円【公設

塾開設業務委託料、奨学資金交付金の執行残見込みによる減額補正】、２項小学校費・１

目学校管理費では、△１５４万２千円【嘱託医師、歯科医師報酬、グラウンド転圧作業委

託料、授業支援ソフト使用料、著作権使用料、ＧＩＧＡスクール端末更新関連業務委託料、

ＧＩＧＡスクール第２期児童用端末購入単価減による執行残見込みで１２３万４千円の

減額、コピー機使用料の執行見込みのため３０万８千円の増額】、同項・３目水泳プール

費では△７２万２千円【消火器購入、灯油、プール棟の外壁及びエントランスタイル補修

の執行残見込みによる８１万２円の減額、水道料の執行見込みのため９万円の増額】、同

項・４目通学自動車費では、△２５万５千円【スクールバス運転委託料の執行残見込みで

減額補正】、３項中学校費・１目学校管理費では１９万７千円【嘱託医師、歯科医師報酬、

外国語指導助手帰国旅費、グラウンド転圧作業委託料、ＧＩＧＡ端末更新関連業務委託料、

授業支援ソフト、著作権使用料、グラウンド用補充土、教員住宅用砂利、ＧＩＧＡスクー

ル第２期生徒用端末購入単価減、外国語指導助手傷害保険負担金、同新規来日渡航負担金、

同赴任旅費負担金による執行残見込みで１５１万８千円の減額補正、電気料、スクールバ

ス運転委託料、コピー機使用料執行見込みのため１７１万５千円の増額】、４項子ども・

子育て対策費・１目認定子ども園費では、△４８４万５千円【公用車、自動車共済保険料、

自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税について、公用車購入延期のため５６８万４千

円減額補正、ボイラー中央監視計装盤修理、電話料執行見込み、令和６年度子ども・子育

て支援交付金の精算による返還で８３万９千円の増額補正】、同項・２目放課後児童対策

費にて５２万円【会計年度任用職員の報酬、期末勤勉手当、共済組合納付金、厚生年金保

険料執行において報酬改定による増額補正】、５項社会教育費・１目社会教育総務費では、



１２万円【放課後子ども教室支援員の報酬、期末勤勉手当について、報酬改定による増額

補正】同項・２目公民館費では１２７万１千円【ボイラー保守点検委託料の執行残９万９

千円の減額補正、燃料費、電気料の執行見込みで１３７万円増額補正】、同項・３目文化

振興費で△４５万円【小学校芸術鑑賞事業が文化庁経費負担事業採択により減額補正】、

同項・４目郷土館費では３８万５千円【燃料費、光熱水費、コピー機使用料執行見込みに

よる増額補正】、同項・５目図書館費では２５６万６千円【燃料費、光熱水費の執行見込

み及び図書館大規模改修実施設計委託料の設計変更、図書購入寄付分による増額補正】、

６項保健体育費・２目体育館費では、４０万円【光熱水費の執行見込みによる増額】、同

項・３目生涯スポーツ研修センター費では７２万８千円【燃料費、光熱水費の執行見込み、

研修センター・柔道場避難誘導灯修繕、旅館業法に基づく申請に係る収入証紙代として増

額】、同項・４目スポーツ公園管理費では△３４万８千円【汲取料、スポーツ公園転圧作

業委託料、野球場発電機他賃借料の執行残見込みによる減額補正】、歳出補正合計では３

１０万４千円を減額し、歳出合計を４億５８９万６千円とする。 

【採 決】 原案可決 

 

〇議案第２４号 令和７年度就学援助費給与者の認定について 

【説 明】 

〇西嶋課長補佐  

 令和７年度就学援助費給与者の決定について、１名の対象者について議決を求めます。 

【採 決】 １名を対象外として決定。 

 

閉会 池田教育長職務代理者が１２月定例会の閉会を宣言 


